
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
十
号
（
接
続
料
の
算
定
に
用
い
る
値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
表 

新 

旧 
（
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
） 

第
三
条 

規
則
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
接
続
料
を
算
定
す
る
事
業
者
の
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
値
と
す
る
。 

接
続

料
を
算
定
す
る
事
業

者
 

算
定
の
方
法

 
株

式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

 
次
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
β

 

𝛽𝛽
=
∑

(𝛥𝛥𝑥𝑥
𝑑𝑑
−
𝛥𝛥𝑥𝑥 ����)(𝛥𝛥𝑚𝑚

𝑑𝑑
−
𝛥𝛥𝑚𝑚 �����)

𝑑𝑑∈ds∑
(𝛥𝛥𝑚𝑚

𝑑𝑑
−
𝛥𝛥𝑚𝑚 �����) 2

𝑑𝑑∈ds
 

𝛥𝛥𝑥𝑥
𝑑𝑑

=
𝑥𝑥
𝑑𝑑
−
𝑥𝑥
𝑑𝑑
の
前
取
引
日

𝑥𝑥
𝑑𝑑
の
前
取
引
日

 

𝛥𝛥𝑥𝑥 ����
=

∑
𝛥𝛥𝑥𝑥

𝑑𝑑
𝑑𝑑∈ds

ds
の
要
素
数

 

𝛥𝛥𝑚𝑚
𝑑𝑑

=
𝑚𝑚
𝑑𝑑
−
𝑚𝑚
𝑑𝑑
の
前
取
引
日

𝑚𝑚
𝑑𝑑
の
前
取
引
日

 

𝛥𝛥𝑚𝑚 �����
=

∑
𝛥𝛥𝑚𝑚

𝑑𝑑
𝑑𝑑∈ds

ds
の
要
素
数

 

ds：
当
該
β
を
算
定
に
用
い
る
期
待
自
己
資
本
利
益
率
の
算
定
に
係
る
事
業
年
度
（
以
下
「
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定

年
度
」
と
い
う
。）

以
前

3
年
度
に
含
ま
れ
る
、
東
京
証
券
取
引
所
の
全
取
引
日

 
𝑥𝑥
𝑑𝑑
：
株

式
会
社
Ｎ
Ｔ

Ｔ
ド
コ
モ
の
東

京
証
券
取
引

所
に
お
け
る
株

価
の
取

引
日
𝑑𝑑
の

最
終
価
格
（

取
引
日
か
ら

期
待
自

己

資
本
利
益
率
算
定
年
度
の
最
終
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
株
式
併
合
又
は
株
式
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
期
待
自

己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
の
最
終
日
に
お
け
る
一
株
当
た
り
の
価
格
と
な
る
よ
う
調
整
し
た
最
終
価
格
）

 
𝑚𝑚
𝑑𝑑
：
東
証
株
価
指
数
の
取
引
日
𝑑𝑑
の
最
終
価
格

 
株

式
会

社
Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ

モ
以

外
の

電
気

通
信

事
業
者

 
次
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
β

 

𝛽𝛽
=

1
+

(1
−
𝑇𝑇 ) 𝐷𝐷

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸

1
+

(1
−
𝑇𝑇
0 ) 𝐷𝐷

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0
𝐸𝐸
0

 ⋅𝛽𝛽
0  

𝐷𝐷
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ：

事
業
者
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に
お
け
る
純
有
利
子

負
債
（
有
利
子
負
債
か
ら
現
金
及
び
預
金
を
減

（
新
設
） 

別添２ 



じ
た
も
の
又
は

0
の
い
ず
れ
か
高
い
方
。
以
下
同
じ
。
）

 
𝐸𝐸
：
事
業
者
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に
お
け
る
純
資
産

 
𝑇𝑇
：
事
業
者
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に
お
け
る
法
定
実
効
税
率

 
𝐷𝐷
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 ：

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に

お
け
る
純
有
利
子
負
債

 
𝐸𝐸
0 ：

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に
お
け
る
純
資
産

 
𝑇𝑇
0 ：

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ

モ
の
期
待
自
己
資
本
利
益
率
算
定
年
度
に
お
け
る
法
定
実
効
税
率

 
𝛽𝛽
0 ：

前
欄
に
掲
げ
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
β

 

２ 

前
項
の
算
定
に
用
い
る
、
資
産
、
負
債
及
び
純
資
産
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）

に
基
づ
き
整
理
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
期
首
及
び
期
末
の
額
の
合
計
を
二
で
除
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
有
利
子
負
債

の
額
に
含
め
る
勘
定
科
目
は
、
社
債
、
借
入
金
及
び
リ
ー
ス
債
務
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。 


